
1/3 

山県市高校生等通学費補助金交付要綱 

令和８年３月２４日 

告示第４３号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、山県市に居住し高等学校等に路線バスを利用して通学する生

徒の保護者に対し、生徒の通学に係る経済的負担の軽減を図り、もって市内にお

ける定住の促進及び路線バスの維持に資することを目的として、通学定期券の購

入費用の一部に、市の予算の範囲内で補助金を交付することに関し、山県市補助

金等交付規則（平成１５年山県市規則第３４号）に定めるもののほか、必要な事

項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 高等学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する高等学

校（全日制・定時制・通信制を含む。）、特別支援学校の高等部若しくは高等

専門学校又は専修学校をいう。 

（２） 生徒 市内に住所を有し、高等学校等に通学する者をいう。ただし、高

等専門学校に在籍する生徒にあっては第１学年から第３学年までに在学する者

、専修学校にあっては高等課程に在籍する者とする。 

（３） 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他生徒を現に監護する者をい

う。 

（４） 路線バス バス事業者が乗合旅客を運送するために路線を定めて定期に

運行する自動車(これに類するものとして市長が特に認める自動車を含む。) 

をいう。 

（５） 合理的経路 生徒が路線バスを利用して通学する必要がある場合におい

て、最も経済的かつ合理的と認められるものをいう。 

（６） 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために路線バ

スを利用する生徒に対してバス事業者が発行する定期乗車券であって生徒が市

内に所在するバス停から通学を開始し、合理的経路により利用するもののうち

、当該年度の３月３１日までを有効期間とする１年通学定期券をいう。 

（７） 通学費 生徒が合理的経路により通学するために要する通学定期券の購
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入に係る費用をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、通学定期券の購入時及び当該通学定期券

の有効期間において市内に在住する生徒の保護者とする。ただし、この要綱以外

の法令等による通学費の支給を受けている者又は生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）の規定による保護を受けている者については、補助対象としない。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、通学費の額の４分の１（当該額に１００円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額）とし、４万円を上限とする。 

（交付対象期間等） 

第５条 補助金の交付対象となる期間は、当該年度において利用する通学定期券に

係る通学費とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする保護者は、市が指定する電子申請システム

を利用して、毎年７月３１日までに申請を行わなければならない。 

２ 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を電子データとして提出しなければ

ならない。 

（１） 学生証の写し又は在学証明書の写し。ただし、新入生にあって４月３０

日までに申請を行う場合に限り、合格通知書、入学許可書等の在学することを

証明できる書類の写しをもって代えることができる。 

（２） 通学定期券の写し 

（３） 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し 

（４） その他市長が必要と認めるもの 

３ 保護者は、第１項の申請に当たり、補助金の振込先口座その他市長が必要と認

める事項を届け出なければならない。 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、予算の範囲内において補助金の交付決定をし、市が指定する電子申請シス

テムを通じて保護者に通知するものとする。 

（補助金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、当該決定をも
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って補助金の交付の請求があったものとみなし、保護者が第７条の申請において

届け出た振込先口座に補助金を交付するものとする。 

（補助金の返還等） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するとき

は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に支払われている

ときは、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

（１） 法令又はこの要綱に違反したとき。 

（２） 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 通学方法の変更その他交付要件の変更により、市長が補助金を返還させ

ることが適当と認めるとき。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 


